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【開催日】 令和７年７月９日（水） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前１１時３８分 

【出席委員】 

委員長 藤 岡 修 美 副委員長 恒 松 恵 子 

委員 中 島 好 人 委員 中 村 博 行 

委員 福 田 勝 政 委員 宮 本 政 志 

委員 矢 田 松 夫   
 

【欠席委員】なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   
 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 高 橋 雅 彦 

経済部次長兼商工労働課長  工 藤   歩 商工労働課主幹 中 村 扶実子 

商工労働課課長補佐 中 村   宏 商工労働課商工労働係長 蕎麦谷   渉 
 

【事務局出席者】 

局長 石 田   隆 議事係書記 末 岡 直 樹 
 

【審査内容】 

１ 所管事務調査 ＪＲ美祢線の復旧について 

２ その他 

 

午前９時 開会 

 

藤岡修美委員長 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。本日

の審査内容につきましては、お手元に示してあるとおり、所管事務調査

として、ＪＲ美祢線の復旧についてであります。ＪＲ美祢線の復旧につ

いては、５月２２日、ＪＲ美祢線利用促進協議会の総会において、復旧

検討部会の報告書の報告がありました。本日は、その報告書に基づいて、
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まずは執行部の説明を求めたいと思います。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 ＪＲ美祢線につきましては、令和５年の梅雨

時期の豪雨による被災から２年が経過した今も代行バスによる臨時的な

運行が続いており、ＪＲ美祢線利用促進協議会内部に復旧検討部会を設

置し、鉄道に限らず複数の手段で、復旧した場合のシミュレーションの

整理を行ってまいりました。こうした中、今年の５月２２日に開催され

ましたＪＲ美祢線利用促進協議会の総会において、鉄道での復旧、また

鉄道以外の輸送モードでの復旧に関し、復旧にかかる費用や復旧後の運

営等について取りまとめた報告を受けました。協議会の委員といたしま

して、市議会からは議長に御出席を賜っており、総会の資料については、

産業建設常任委員会の皆様とも共有させていただいているところです。

今後、利用促進協議会では、来週の７月１６日に臨時総会を開催し、協

議会の委員各位から今後の復旧に対する方向性について意見を伺う予定

とされていますので既に皆様御一読いただいていることと存じますが、

総会時に示された報告書の内容につきまして御説明をさせていただきま

す。 

 

中村商工労働課課長補佐 私から説明をさせていただきます。お手元に資料は

ございますでしょうか。復旧検討部会の概要版、それから本編２種類の

赤い冊子でございます。では、鉄道や鉄道以外のモードによる復旧につ

きまして、復旧検討部会で整理検討しました結果について御報告をいた

します。まず、概要版と本編の２種類ございますけれども、時間の関係

上、説明は主に概要版で簡潔にさせていただきますが、適宜本編も参照

していただければと存じます。復旧検討部会では、復旧費や運行費等の

コスト、利便性などの面から輸送モード別のメリット・デメリットを調

査し、検討して取りまとめてまいりました。では、概要版の１ページを

御覧ください。部会では、輸送モードを鉄道で復旧する場合は、ＪＲの

単独復旧、上下分離、ここで運行はＪＲ、鉄道施設は自治体が持つとい

う形で上下分離ということで分類をしております。それから第三セクタ
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ーの三つのパターンでございます。それから鉄道以外の復旧の場合につ

きましては、ＢＲＴ、路線バスの二つのパターンの計五つの分類で整理

をいたしております。まず復旧費等の整理です。各モードの復旧費、復

旧後の運営費、復旧に掛かる期間を一覧にしておりますが、この金額の

算出に関しましては、前提条件がございます。１ページの表の上部に記

載しておりますけれども、まず、鉄道で復旧する場合は、復旧費５８億

円の内訳につきましては、流出した第６厚狭川橋梁の改築費用、その他

被害を受けた設備の機能回復に要する費用、厚狭川に架かる他の１０橋

梁の橋脚の補強帯対策工事に要する費用となります。運営費は、列車の

運行に係る費用のほか、線路や駅舎等の鉄道施設の維持管理にかかる費

用ですが、こちらは年間５．５億円以上の試算となっております。また、

鉄道で復旧する場合の復旧期間は最短１０年程度と整理をいたしており

ます。それぞれの費用の負担の内訳につきましては、本編の１６ページ

を御覧ください。こちら国の補助制度を活用した場合の補助金も含めて

記載をしております。ＪＲ西日本の考え方として、ＪＲ単独での鉄道の

復旧は復旧とその後の運営は困難と示されております。また、国の補助

金を活用する場合は、事業構造を変更することが条件となりますので、

上下分離で復旧した場合の負担割合について説明をいたします。表の真

ん中になりますけれども、復旧費５８億円のうち、国の補助対象になる

金額は流出した橋梁の約２２億円、その他設備の機能回復分１０億円と

合わせて計３２億円となります。これが国の補助対象になると考えてお

ります。そうしますと、負担割合を国、自治体、ＪＲ西日本で３分の１

ずつとしますと、自治体の負担額は１０．６億円となります。ただし、

国の補助以外の補助対象外の橋脚の補強対策工事２６億円につきまして、

こちらの負担割合についてどうするかということについては、要調整と

いうことで整理をさせていただいております。続きまして、運営費ラン

ニングコストでございますが、こちらは自治体が年間３億円以上、ＪＲ

西日本が２．５億円の負担割合となっております。自治体には１０年間

で３０億円以上の負担が生じるという想定になっております。続きまし

て、鉄道以外で復旧する場合でございます。概要版の１ページを御覧く
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ださい。まず、ＢＲＴについては、１ページの下の米印のところに説明

を記載しておりますけれども、ＢＲＴとはバスラピットトランジットの

略で、走行空間、車両、運行管理など様々な工夫を施すことにより、速

達制や定時制、輸送力について、従来のバスよりも高度な性能を発揮し

て他の交通機関との接続性を高めるなど、利用者に高い利便性を提供す

る次世代のバスシステムと言われております。もう少し分かりやすく言

いますと、専用道や専用レーンを設けて、鉄道のように早く、時間どお

りに走れるバスの仕組みでございまして、通常のバスよりもスムーズで

効率的に人を運べるシステムとなっております。ＢＲＴで復旧する場合

の復旧費については、５５億円の試算となっております。これも鉄道と

同じく前提条件がありまして、表の上部に記載しておりますけれども、

専用道を設ける提案がＪＲ西日本からありました。厚保駅から貞任第５

踏切に設けた場合の専用道４．２キロメートルの整備費、停留所、営業

所等の整備費車両購入費であります。ただし、この費用は、イニシャル

コストの変動要素として記載しておりますとおり、専用道の区間をどこ

にどれだけ設けるかによって、車両はディーゼル車、電気自動車（ＥＶ）

を何台にするかということで変わってまいります。運営費、ランニング

コストにつきましては、年間２．５億円で、復旧までの期間は約３年か

ら４年、専用道の整備以外では２年以内となっております。続きまして、

路線バスで復旧する場合については、復旧費は９．６億円となります。

これは停留所の整備や車両の購入費となっております。路線バスの場合

の運営費、ランニングコストはＢＲＴと同様、年２．５億円となってお

ります。復旧までの期間は約１年から２年と整理をしております。こち

ら、先ほど鉄道と同様に、鉄道以外で復旧する場合の費用負担について

は、本編で詳細について説明をいたします。本編の１８ページを御覧く

ださい。先ほど申し上げたとおり、ＢＲＴの場合は、前提条件として貞

任第５踏切と厚保駅の専用道区間というのを先ほど申し上げましたけど

も、これはあくまでも１例としております。この内訳を申しますと、専

用道の整備費が４５億円、停留所等の整備が約７億円、車両の購入費が

約３億円となっております。運行本数は被災前の鉄道の１．５倍、車両
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はディーゼル車両で積算をしております。専用道を設けないパターン、

その他の専用道のパターンについても復旧費の例も記載をしております。

例えば、専用道を設けなければ、記載しております通り、そこの部分が

マイナス４５億円となります。費用負担につきましては、国の補助制度

を活用した場合、負担割合を３分の１ずつとしますと、自治体の費用負

担は、復旧費が５５億円だった場合は１８．３億円となります。路線バ

スについては、９．６億円の内訳は、ＢＲＴの場合と同じく、停留所の

整備が約７億円、車両購入費等が約３億円ということになります。車両

を電気自動車に変更した場合はプラス５億円、運行本数を減らして、被

災前の鉄道と同様の本数にした場合はマイナス１億円という試算となっ

ております。これはＢＲＴでも同様の試算でございます。ＢＲＴも路線

バスも、運営費ランニングコストにつきましては、ＪＲ西日本グループ

での運行を想定しているためＪＲ西日本が負担をし、自治体の費用負担

はないものとして現時点整理をしております。続きまして、概要版にま

た戻っていただきまして、２ページ目をお開きください。２ページ目か

らは輸送モード別の特性について比較をしております。１例としまして

最初の大量輸送性について申し上げますと、これはバス車両よりも鉄道

のほうが非常に多くの人を運べるということでございます。次に速達性

については、線路を走る鉄道のほうが道路を走る路線バスより早く目的

地に着けます。ただし、ＢＲＴであれば、先ほど説明したように、専用

道や専用レーンを設けたり、一般の道路を使って工夫を凝らすことによ

りまして、普通の路線バスより速く走れるということで、路線バスより

は速達性が優れていると整理をしています。このように、以下定時性や

運行頻度等々、表のほうに記載をしておりまして、こちらは表に記載の

とおりでございます。続いて３ページでございます。運賃についてでご

ざいます。鉄道や路線バスの運賃を比較しますと、一般的に鉄道のほう

が運賃は安くなります。参考までに記載しておりますけども、厚保駅か

ら長門市駅までの区間は８６０円ですが、同程度の距離である俵山温泉

から下関駅間の路線バスですと、バス代は１，７１０円となります。た

だし、ＢＲＴの場合は、ＪＲ運賃と同水準を目指すことができるという
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ことで、バス運賃よりも安く設定できると整理をしております。ここが

ＢＲＴと路線バスの大きな違いであると考えております。次に鉄道の親

和性についてですが、通常のバス転換におきましても、公共交通のネッ

トワーク自体途切れることはありませんが、ＢＲＴであれば鉄道のネッ

トワークを維持するという意味では、時刻表も鉄道と一体的に、他の路

線との乗り継ぎ等も鉄道として扱うことが可能であるという、ＪＲから

も説明を受けておりますので、これがＢＲＴの特徴となっております。

続きまして、４ページ目を御覧ください。こちらについては、昨年度、

代行バスを活用した実証実験を行った結果について記載をしております

が、こちらは、実証実験前から１０％利用者が増ということで、この実

証実験の実施によりまして、観光とか日常利用の増加に一定の効果があ

ったという考察でございます。続いて５ページでございますが、こちら

は美祢線の沿線の利用ニーズ等に関する調査結果についてです。部会で

は、代行バスを増便した実証快速便に対する分析、検証や沿線住民の皆

様などが公共交通に求める利用ニーズなどを把握するため、アンケート

の調査を行いました。アンケート結果については、５ページ記載のとお

りでありまして、詳細については、報告書の本体の前文のほうに３７ペ

ージから７８ページに記載をしております。続いて、６ページについて

も、ただいまのアンケート結果、こちらの踏まえた今後のサービスの方

向性の考察について、整理をしております。それから、７ページ目とし

ましては、復旧検討部会にオブザーバーとして、山口大学の榊原先生に

御出席いただきましたので、先生からの御意見を簡潔にまとめて記載を

しております。詳細については資料の本体の８２ページから８４ページ

に記載されておりますけども、主に三つ。一つは公共交通に対する投資

という面から、二つ目に厚狭駅から長門市駅間の南北間の結ぶ公共交通

の存在意義について、三つ目に復旧モードの選択、まちづくり、地域づ

くりについて、それぞれ、学識経験者の立場からの御意見を発言されて

おりますので、そちらまとめられております。簡単ではございますが、

以上で復旧検討部会の検討結果の報告を終わります。 
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藤岡修美委員長 ただいま、執行部から復旧検討部会の報告書、主に概要版を

用いての説明がありましたが、ここで委員の質疑を求めたいと思います。 

 

宮本政志委員 すごく分かりやすい資料に基づいた簡明な説明を本当にありが

とうございました。今、資料を説明していただいて、少し分かりやすく

確認させていただきたいのが、まず、今の美祢線は水害でぐちゃぐちゃ

になっていて、それを復旧して云々という説明がありました。費用がど

れぐらいかかるか。もう１回そこだけ教えてもらっていいですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 資料に基づいて再度説明させていただきますが、概

要版の１ページを御覧いただければと思います。基本的に費用は、鉄道

でありましたら５８億円以上、鉄道以外でありましたら、ＢＲＴはＪＲ

の提案に基づきますと５５億円、路線バスにつきましては９．６億円と

いう費用が計上されております。 

 

宮本政志委員 美祢線が今、復旧で５８億円、約６０億円よね。これは復旧さ

せた場合に、平成２２年の厚狭川氾濫のときも結構ぐちゃぐちゃになっ

て、今回もぐちゃぐちゃにということは、また災害は来る可能性が高い

けど、同規模の災害が来ると物価とかは抜きにして、また同じぐらいの

費用が発生する可能性も含むということですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 委員がおっしゃるとおりでございまして、平成２２

年の水害のときには、大体鉄道が復旧しましたけども、おおむね１３億

円、１４億円ぐらいでした。今回は鉄道であれば５８億円とかなり金額

が増えております。先ほど申し上げたように、単なる復旧費だけではな

くて、今後の災害が来たときの補強工事なども含まれております。ただ、

もし同じような災害が発生して流出とかになれば、また補強することに

なりますから、かなりの金額がかかるのではないかと想定されます。 

 

宮本政志委員 そうよね。だから、もう災害が二度と来ない前提なら、それで
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も６０億円って大きいんだけど、災害が来るたびに１０億円、２０億円、

３０億円という、とんでもないお金がかかっていくということがよく分

かりました。それと、ＢＲＴも今、予算はお聞きしたんだけど、それは

美祢線にＢＲＴを走らすように復旧するという前提ですか。ＢＲＴも５

０億円近くかかるという説明があったけど、その辺りを分かりやすくお

聞きしていいですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 今、おっしゃられたように、今回の部会で整理した

ＢＲＴは復旧費用が５５億円かかりますということですが、こちら一つ

の例として、専用道を厚保駅から貞任第５踏切まで４．２キロメートル

設けたと仮定したときに、５５億円かかるということでございます。あ

くまでそういう前提を基にすれば、美祢線についてはこれだけの費用が

かかりますということでございます。 

 

宮本政志委員 それと、もう一つ説明の中で気になったのが、美祢線の復旧を

前提とした場合は１０年ぐらいかかりますよって言われたんだけど、１

０年、あるいはもう少し予定よりかかって十二、三年とかかかった場合

は、その間は現状のままで、何の改善もなく待たないといけないのかな。 

 

中村商工労働課課長補佐 一応部会の中でもありますけれども、鉄道で復旧と

なれば、おっしゃるように１０年以上かかるということで、その間は現

状と同様に、ＪＲが責任持って代行バスを運行しますという説明を受け

ております。 

 

宮本政志委員 そうすると、お金はかかるし、１０年以上待たないといけない

のは現実的じゃないため、美祢線の復旧は非常に難しいと感じます。そ

れとＢＲＴをもう少し詳しく教えていただきたいんだけど、ここはつま

りＢＲＴの場合、始める際の整備の関係と、あと運用の問題があると思

うんだけど、それぞれの主体はどう考えたらいいですか。 
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中村商工労働課課長補佐 こちらも部会の中で整理したものですけども、ＢＲ

Ｔで仮に復旧した場合についても、運行事業者としての責任を果たすた

め、引き続きＪＲ西日本において、主体的に運営するということで確認

をしております。（「整備も」と呼ぶ者あり）整備も含めてです。 

 

宮本政志委員 そうすると、大事なのは利便性が向上していく、あるいは現状

維持されますよっていうのも非常に大事だけど、要はもう予算ですよね。

お金がどれぐらいかかり、本市がどれぐらいの負担をしないといけない

かっていうのが、それぞれ美祢線の復旧、ＢＲＴ、あるいは路線バス補

助金も含めた辺りが非常に重要です。今の答弁で行くと、ＢＲＴはＪＲ

西日本が整備あるいは運営をしていただけるということであれば、本市

の負担はどういうふうに考えたらいいのかな。 

 

中村商工労働課課長補佐 すみません、ちょっと分かりにくい説明で申し訳あ

りませんでした。整備というのは、あくまでもランニングコストという

ことで、復旧した後の運行経費整備費も含めて、これはＪＲのほうでと

いうことで説明を受けています。ただ、イニシャルコスト、復旧費に関

しましては、先ほど申し上げたとおり、国の補助金を使う場合、また、

自治体の費用負担も発生する可能性もあるということで整理をしており

ますので、そこはどれだけかかるかというのは一概には申し上げられま

せんけどもというところでございます。 

 

宮本政志委員 そうですね。具体的にこうでというのは出てないから、負担が

というのはまだこれからの話でしょうけど、ちなみに、もし負担が生じ

た場合は、イニシャルコストの負担は、ＪＲ、山口県、長門市、美祢市、

山陽小野田市の五つということでいいのかな。割合はまだはっきりしな

いでしょうからいいです。 

 

中村商工労働課課長補佐 地方でとなればそうなんですけど、国の補助金とな

れば国も入ってきます。基本的には国と県、それから３市、それからＪ
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Ｒ西日本が関係者ということになります。 

 

宮本政志委員 それと説明の最後の辺りでなるほどなと思ったのが、ＢＲＴと

路線バスの大きな違いで運賃のことを言われたよね。仮に路線バスの運

賃をＢＲＴあるいはＪＲ並みに合わせていくのは、なかなか難しいこと

なんですかね。民間の会社なのであまり口を出せないけど。補助金等も

含めて、路線バスの運賃をＪＲに合わせていくのは難しいのかな。 

 

中村商工労働課課長補佐 通常の路線バスになりますと、あくまでもそのバス

事業者が運賃を設定することになりますので、なかなか鉄道に合わせる

というのは困難ではないかと思われます。 

 

宮本政志委員 そこなんよね。そうすると、例えば、路線バスの３者で年間の

補塡が一億五、六千万円か。国や県から補助金が下りてきて、本市の実

際の負担が２，０００万円後半ぐらいかな。そういった形で当然先ほど

おっしゃったように、長門市とか美祢市とかも含むんでしょうけども、

路線バスの補助金を前提に、ＪＲの運賃に合わせて決定していくと、か

なり一般財源からの補助金もぐっと上がっていく可能性はやっぱりある

のかな。 

 

中村商工労働課課長補佐 先ほどの資料本体の１８ページを御覧ください。こ

れはあくまで復旧検討部会での整理ですけれども、ＢＲＴだけではなく

て、路線バスに転換した場合でも、毎年の運営費、ランニングコストに

ついては、右下の表にありますとおりＪＲ西日本が一応負担をするとい

うことで、路線バスの場合であっても自治体負担はないという整理とな

っております。 

 

藤岡修美委員長 宮本委員の質問に付け加えて、今、１８ページにＢＲＴと路

線バスのイニシャルコストとランニングコストがあります。まず、イニ

シャルコストから、ＢＲＴでＪＲ単独の場合と国の制度を活用する場合
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で、国の制度を活用する場合は自治体の負担もあります。ＪＲで単独で

やると自治体の負担はないんですけど、単独でやるのか国の制度を活用

するのか、どちらのケースが可能性としては高いですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 復旧検討部会では、あくまでもこの全ていろいろな

可能性を網羅して、整理して表にしております。どの可能性が高いとか

いうところは議論しておりませんので、そこはまだ分からないというこ

とでございます。 

 

藤岡修美委員長 それと、今の同じく１８ページで、ＢＲＴと路線バスの費用

は５０億円と９．６億円で、専用道が約４５億円で、専用道を設けない

場合はマイナス約４５億円となっていて、５５億円から４５億円を引く

と１０億円ですよね。ＢＲＴと路線バスはほとんどイニシャルコストが

変わらないんですけど、それはそういうことで間違いないですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 委員長がおっしゃるとおりです。四捨五入の関係で

はございますが、基本的には約１０億円ということで、専用道なしのＢ

ＲＴの路線バスは、復旧費としてはほぼ同額と考えていただければと思

います。 

 

藤岡修美委員長 もしＢＲＴで行くとして、４５億円をかけるその専用道がな

くても、ＢＲＴは可能性としてはあるわけですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 専用道が必ずなければＢＲＴではないということで

はありません。もちろん様々な工夫をして、これまでの通常のバスより

も便利なバスにするということです。例えば、信号制御などをして設備

を整えて、バスが信号機に近づいたら優先的に青になるとかそういう設

備を整えることによって速達性を確保して、それでもってＢＲＴだとい

う整理も可能だということで聞いております。 
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中村博行委員 今、御説明があったように、専用道がなくてもというここが一

番大きな問題だと思うんですけども、そうしたときに、信号等の整備を

するということで、本当にちょっと不安な点は、専用道を３市、特に美

祢市、長門市のほうで継続されている専用道をなしに果たしてこれが動

くのかなと思ってですね。結局、国とかの方針などがあるんではないか

と思うんですけども、その辺はどういうお考えですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 まだ、ＢＲＴで復旧というのが決まったわけでもご

ざいませんし、あくまでもいろいろな復旧の可能性を整理したというと

ころでございます。例えば仮にＢＲＴで復旧したとして、あくまでもこ

の表に１例として記載がある以上に、現状でどこに専用道を設けるかと

いうのは議論もまだ行っておりませんので、まだこの場では申し訳ない

んですけども、お答えが難しいというところでございます。 

 

中村博行委員 そうすると、専用道なしでＢＲＴをするということも、あまり

議論にはなってないという理解でよろしいですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 おっしゃるとおりで、その点については、まだ何も

決まっていないというところでございます。 

 

恒松恵子副委員長 現在、例えばＢＲＴをバス路線にした場合、今、３１６号

線はバス路線が走ってないと思うんですけれども、バス停の設置は自由

にできるものですか。今、駅間の代行輸送をされていますよね。３１６

号線をバスで輸送した場合、駅じゃないところにバス停を設けることは、

可能なんでしょうか。 

 

高橋経済部長 ３１６号というのは国道３１６号といいまして、県管理の国道

になりますので、山口県との協議が整えば設置することは可能と考えて

いただいて結構です。 
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宮本政志委員 今、副委員長が聞かれたところが重要で、設置は可能と部長が

おっしゃったんだけど、本市の考え方は今から詰めていくんでしょう。

概要版の４ページの左上に、美祢線代行バスを増便した実証実験と書い

てありますよね。こういったことからも、バス停を増やしていったり、

あるいは便数を増やしていったりを検討していったほうがいいと担当課

は考えておられるのか、それとも、そこまでまだ深くは考えてないかな。

僕は増やしたほうがいいと思うんだけどね。 

 

中村商工労働課課長補佐 同じような説明になって申し訳ないですけども、あ

くまで部会では可能性について検討したところでございまして、もちろ

ん、利便性を高めるということで、便数を増やしたり、バス停を増やし

たりっていうのはもちろん重要な視点だと思いますが、それはこれから

の協議ということにはなります。ただ、やはり鉄道と比べると、バスや

ＢＲＴのほうが柔軟に増やしたりできるというところは整理いたしてお

ります。 

 

宮本政志委員 それと答えにくいかもしれないし、分からないかもしれないけ

ど、私は私で議員として、いろいろ美祢市や長門市の情報も自分なりに

取っているんですけど、温度差はどうなのかなと思って、その辺りは例

えば、美祢線の復旧を望んでいますとか、ＢＲＴにするなら専用道路は

ここからここまでとか、その温度差をもし答えられるんだったら、ちょ

っとお聞きしたいなと思います。 

 

中村商工労働課課長補佐 今回は５月２２日に定期総会を行いまして、復旧検

討部会の報告をして、一旦持ち帰って７月にまた臨時総会ということに

なっております。それぞれの市の意見とか、あとは関係する団体の意見

とかは、やはり７月の臨時総会の場で表明されるものでございますので、

この場では申し上げることができないということで御了承ください。 

 

矢田松夫委員 今、いろいろな細部にわたっての質疑があったんですが、今後
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の方向性についての基本的なことをお尋ねします。今度７月１７日と言

われたんですかね。日にちはいつでしたか。 

 

中村商工労働課課長補佐 ７月１６日でございます。 

 

矢田松夫委員 ７月１６日の協議会では何を決定するのか。先ほどから中村補

佐は何も決まってないと。何も一つにまとめることはないということで

あれば、この１６日に何を決めるのか、最初にそれを聞きたいです。 

 

中村商工労働課課長補佐 前回の５月２２日の定期総会で、そういった話を一

旦持ち帰るということで、７月に臨時総会を開いて、そこで議員の皆さ

ん、それぞれから意見を出していただいて、その意見の集約をするとい

うことまでは定期総会で発言をされているところです。 

 

矢田松夫委員 ということは、今、世間では、このＢＲＴが主流になってＢＲ

Ｔで行こうという雰囲気があるけれど、輸送手段はいろいろあるんです

が、その場ではＢＲＴで決定することはないということですね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 １６日は、あくまでも、利用促進の協議会の

範疇を超えるものではありませんので、復旧の方向性を一つに決定する

という場ではないと理解しております。 

 

矢田松夫委員 それで私も安心したんですが、五つぐらい復旧案があったけど、

ＢＲＴ、ＢＲＴという声を聞くからですね。もう一度言いますが、その

復旧案を１本に絞るということは１６日では決めないということでいい

ですね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 繰り返しになりますけれども、利用促進協議

会が決定する機関ではございませんので、１６日には一つに決定をする

というところに至らないと思っております。 
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矢田松夫委員 であると、今後の行方なんですよね。１６日以降の行方となる

と、今、協議会ということでいろいろな団体が、例えば商工会議所とか

議会とか自治体とか、国、それからＪＲ西日本、いろいろな方の意見を

１６日に集約するということは、この次の決定を具体的に、例えばその

国の補助金をもらうためには、次の段階というか、協議会も考えられる

という想定はないんですかね。いわゆる法定協議会、芸備線とかやって

いますね。再構築協議会、いわゆる国がレフェリーになってやるという

協議会に移行する展望はないですか。ですから、もう１回言いますが、

全てを法定協議会で決めることはないとさっきから言われたからね。い

ろいろな意見をまとめるだけだと。次のステップはそういう法定協議会

に行くという可能性もあるということで理解していいんですか。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 先ほど申したのは、法定協議会ではなくて、

この利用促進協議会という任意の場では、今後について決定することは

ないと申しました。今後につきましては、１６日にそれぞれ利用促進協

議会の各委員からの意見を皆さんすべからく出してくださいという場に

なりますので、その中で利用促進協議会としての今後の一定の方向性と

いうのを確認するということになろうかと思っております。 

 

矢田松夫委員 その確認とか集約とかいろいろあるんだけど、最初に戻って、

この１６日は何を決めるのかっていうことですよね。方向性を決めるの

か、何を決めるのか。ＢＲＴで行くということは最終的に決めるのか決

めないのかと。それで、もう一つはそういう場ではありませんよという

ことをはっきりしてもらいたいんですよね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 １６日の場がＢＲＴで今後行きますというの

を決定する場でないことは確かです。 

 

宮本政志委員 今日の委員会は何で開催しているかでしょう。いつどこで誰が
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何を決めるのかっていう質疑答弁が繰り返されているけど、そもそも、

今日の委員会は議会の方向性についてでしょう。日付は忘れたけど、日

本経済新聞の中国版のところに、その協議会のときに髙松議長は、「議

会に持ち帰ります」と議会の方向性をということで記事が出ていました。

つまり、今日の委員会は、この山陽小野田市議会がこの美祢線の復旧、

ＢＲＴあるいは路線バス、公共交通に関してどのような方向性を示せる

か。それを髙松議長がその会議に御出席されたときに、議会としてはこ

ういう方向性でということを示したいがための委員会です。今、その協

議会がどうこうとか、誰がどうこうとか、いつ決めるのか決めないのか

とか、ＢＲＴどうこうの方向に行くと、委員会運営がおかしくなるので、

藤岡委員長、質疑に関しては、少し修正を加えながらしていかないと、

我々この後の委員会で、議会としてどういう方向性で行くのかが定めら

れなくなりますね。 

 

藤岡修美委員長 今は執行部から報告があって、それに関する質疑を求めてい

ますので。 

 

矢田松夫委員 だから結局、そうしたらこの中身についてのじゃなくて、この

中身の基本にあることはどうなのかというのを、まずみんなの集約をし

ていかないと。この中の具体的に何なのかと、これだけで質問じゃなく

て、基本的にこのベースになる協議会との在り方、協議会の今後の行方

をまず知らないと次に進めないでしょう。 

 

宮本政志委員 自由討議みたいになっているけど違うでしょう。今、執行部も

今後の方向性をどうしたらいいかということで、当然議会も絡んでくる

からこのような委員会で委員からの質疑に真摯に答弁をしているわけで

しょう。いつ決めるかどうかは、今後、予算も出てくるでしょうから議

会だって決定することに関しては関与できるんですから。だから議会の、

そして産業建設常任委員会がどういう方向性か、一つに集約できないか

もしれないけど、そのための委員会を今日開いているわけなので、いつ
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決めるか、誰が決めるのか、どうなるのか、そのときどうなのかってい

うところに入っても意味がないから、議会の方向性を前提とした委員会

運営をしてほしいということを藤岡委員長に言っています。 

 

藤岡修美委員長 宮本委員から発言がありましたけれども、本日の委員会は、

その方向で進めたいと思います。 

 

矢田松夫委員 だから、それならこの委員会の中で、ＢＲＴでいくのかどうす

るのかと、それを決めるんですか。今日じゃないでしょう。でも、さっ

き決めないと議長が困ると。さっきからいろいろな意見を集約する場で

あると。決める場所ではないと。だからその前段として、今日の委員会

ではどのような方向性を示すのか決めないといけないでしょう。 

 

藤岡修美委員長 最初に執行部に報告書の説明を求めて、今、その報告書に対

する質疑を求めている場です。決して、今日は委員会で美祢線の復旧に

対して私らが結論を求めるという方向ではなくて、皆さんの意見を出し

ていただくという形を取りたいと思っていますので、その上での質疑を

お願いします。 

 

髙松秀樹議長 一定程度の方向性は示さないと。 

 

宮本政志委員 藤岡委員長、さっきから言っている議会として方向性が要るわ

けでしょう。それで担当の所管がこの産業建設だから、議会の方向性を

示すための今日の委員会でしょう。集約って、一つの意見にまとめてと

いうことじゃなくて、もしかしたら三つの意見が出るかもしれない。二

つの意見が出るかもしれない。一つでまとまるかもしれない。それはで

も今日のこの委員会の流れでしょう。だから、ある程度の方向性はここ

で示さないといけない。議決を採ることじゃないから、そのためにいつ

決めるんだ、誰が決めるんだ、ＢＲＴでそのとき決めるのかみたいなこ

とを繰り返していても、それは全く方向性を決めるのに関係ないので、
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少し委員会運営をお願いしますねって言っています。方向性を決めない

といけないでしょう。 

 

矢田松夫委員 だから、私が言うのは、基礎をしっかりここの場で質疑をしな

いと、分からないものを質疑して、土台基礎をしっかりして、そしてそ

の次に議長がどういうふうに対応していくのかと。だから私がさっきか

ら言うんだけど、その基礎部分を質問するのは何がいけないのか。基本

的なこと。（発言する者あり）いやいや、そんなことないだろう。それ

は、基礎部分が皆、分かるのか。分からないから質問するんじゃないで

すか。基礎部分っていうのは、例えば、今度１６日の協議会については

何を決めるのかということを言っています。 

 

藤岡修美委員長 だから、さっき執行部から答弁がありましたよね。 

 

矢田松夫委員 さっきから言うように、そういう議論をするなって言うからや

ね。（「議論、議論」と呼ぶ者あり） 

 

藤岡修美委員長 まずはこの報告書に基づいて。 

 

中島好人委員 やっぱり導入に関わる費用とその分担割合だと私は思っている

わけですけども、１６ページにはそれぞれ負担割合が出ていて、みんな

調整中という中身ですよね。それで最後に、復旧検討部会の開催実績が

出ています。これは第４回までですけども、その計画的には、調整額と

かその負担割合とかが分かるのはいつ頃になるんでしょうか。 

 

中村商工労働課課長補佐 復旧検討部会では、あくまでもどういった復旧の方

法があるか、費用がどれぐらいかかるかっていうところは整理しており

ますけども、どの機関がどれだけ負担するかという議論は一切いたして

おりません。それをいつ決めるかということは、まだ決まっておりませ

んので、この場では申し上げられないということでございます。 
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中島好人委員 第何回ぐらいという計画もないということですか。 

 

藤岡修美委員長 今の中島委員の質問に答弁できますか。 

 

古川副市長 そもそも、この美祢線利用促進協議会というのはどういう会かと

いうことからを整理したほうがいいと思います。平成２２年に厚狭川が

決壊して、そのときは県の御尽力によって、また、ＪＲの力添えによっ

て復旧しましたが、そのあと、いかに美祢線の利用を増やしていくかと

いうことで立ち上がりまして、県、ＪＲ西日本、沿線３市の行政、議会、

経済団体、また観光団体の皆様が一緒になって協議会をつくって、利用

促進を検討してきたというのがこの会でございます。その中で、議会か

らは議長、副議長も入っておられました。今、副議長は入っておられま

せんが、そうした中で、一昨年またこのような被害に遭ったということ

です。また、この会でどうするかということの中で、本来は利用促進を

図る協議会ですけど、沿線３市なり、ＪＲ西日本が集まるので、どのよ

うに復旧するか、特別に復旧検討部会をつくって協議をしてもらおうと

いうことで、昨年の臨時総会で７月に設置しました。４回部会を開いて

いただいて、部会員の皆様、行政が中心だったんですけど、ＪＲも一緒

になってこういう報告書を出したと。そして、５月の総会のときに報告

書の説明がございましたが、そのときは説明だけで、中身については、

この報告書を基に今後どのようにすべきであるか考えていただこうとい

うことの中で、各自治体や議会に持ち帰っていただきました。今度、臨

時総会が７月１６日にある中で、各自治体または議会でも検討された考

え方を述べていただくというのは、７月の臨時総会の主な議題でござい

ます。あくまでも利用促進協議会ですので、ここでどの方向で定めると

いう方向までは進まないのではないかと私どもは推察しております。で

すから、先ほど来からございますこの議会でも、この報告書に基づいて、

今後どうしたらいいかをある程度議論していただいて、１６日の臨時総

会においては、髙松議長の発言も求められますので、ある程度、皆様方
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が意見を出し、どういう形でというための会議だろうと思っております。

最終的には、会議所とか経済団体とか観光団体とかもありますので、そ

の辺を集約して、市長がまた市の考え方を述べるような会と理解はいた

しておりまして、先ほど来から担当の課長が申しておりますように、協

議会の中で方向が定めるという会ではないと理解しております。 

 

宮本政志委員 今、古川副市長が御説明されたことは、産業建設常任委員は全

員もう熟知している前提で今日この場にいるはずですよね。だから、そ

の方向性を議会としてどうこうということが今日必要なわけですよ。会

派でもこういう方向性でというのは話があっているわけですよ。その辺

りも踏まえて、今日、産業建設のほうで我々委員がこの方向性を示すの

に、その選択するために分からないことを聞いて質疑して答えを受けて

いるんだから、１６日に決まるのかとか、誰が決めるのかどうなんかっ

ていう方向に行ったところで、それが自分の方向性を決める質疑ならい

いけども、そうじゃないでしょうっていうことを言っているんです。そ

の辺りを委員長のほうで少し修正を加えていただけたらなと思っていま

す。 

 

藤岡修美委員長 副市長の分かりやすい説明で、皆さん、流れのほうは理解で

きたと思います。ここで暫時休憩とします。 

 

午前９時５３分 休憩 

 

午前１０時１２分 再開 

 

藤岡修美委員長 それでは、委員会を再開いたします。再び質疑に移ります。 

 

恒松恵子副委員長 全体資料の１８ページの確認でございます。いわゆる運営

費用をＪＲ西日本が負担ということですが、ランニングコストが料金収

入を上回った場合で、赤字になってもＪＲ西日本が負担というのはもう
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間違いない、決定しているということでよろしいでしょうか。 

 

中村商工労働課課長補佐 はい、おっしゃるとおりだと思います。 

 

矢田松夫委員 今の１８ページの関連でありますけれど、基本的に私は行くも

退くも、沿線３市が共同歩調で統一行動を取ってきたのであれば、やっ

ぱり均等に３市が負担を分かち合うということをしたほうがいいんじゃ

ないかなと。なぜならば、ただ、美祢線の厚狭から長門までの距離制で

負担を取ると、さっき言ったようにバランスが崩れてくるわけですよね。

３市が共同歩調するというのが崩れていかないように、距離制を導入す

るという負担割合ではなくて、やっぱり３市が共同していくということ

です。どうしたら山陽小野田市の負担割合が少なくなるのかという一つ

の方向性はあるんですか。どういうふうにしたら負担割合が一番安くな

る方法っていうのか。一般市民はできるだけ少ないほうがいいですよね。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 １８ページの資料でよろしかったですかね。

（うなずく者あり）今、イニシャルコストの話であるかと思うんですけ

れども、現状、均等割が国と自治体とＪＲとされておりまして、自治体

の中身について、県も含めて沿線３市をどう割るかというのは、まだ今

までも議論してきた内容ではございません。本日まだ確定しておりませ

んし、何も確定したことがございませんので、各論については控えさせ

ていただきます。 

 

宮本政志委員 今、この委員会中継の場で非常に重要なことが出たので確認し

たいです。３市が統一行動とか共同歩調とかっていう前提で矢田委員は

質疑したけど、そういう報告っていうか情報も入ってないです。長門市、

美祢市、山陽小野田市が今もう共同で、考え方は一緒ということはない

と思うんだけど、その辺りは重要なのでお聞きしたい。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 矢田委員の御質問にもお答えしたとおりです
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けれども、まだどういった負担割合にするかなどは全然決まっている事

項ではございませんので、回答については控えさせていただきました。 

 

宮本政志委員 そうですよね。もう３市が同じ考え方で進んでいるっていう前

提の質疑だったから。それは違うってことですね。了解です。 

 

矢田松夫委員 これまでの美祢市の市長である篠田会長、県知事を含めての記

者会見等で、美祢線の方向性については、３市が統一歩調、統一行動を

取るというのは、何回も言われているところから引用したまでであって、

具体的に中身についてはどうするかではなくて、基本の方向性について

はそのように取っていきたいということなんです。 

 

中島好人委員 １８ページにはいろいろなパターンが示されています。これは

基本的にＪＲが示した案ですけども、そのほかにも各自治体などの案と

いうのは出ているんですか。ここで言えば四つですかね。これ以外にも

何か出ている案というのはあるんですか。 

 

中村商工労働課課長補佐 このたびの復旧検討部会で示されたパターンという

のは、ここに記載してあるものだけでございます。 

 

矢田松夫委員 同じく１８ページですが、備考の欄で、補助要件に合致した場

合、以下こういうのは補助事業の活用を想定していると。これ以外にも

あるんですかね。一応、復旧費用の国からの補助金が出るということで

これだけですか。ほかにも想定されているところがあるんですか。 

 

高橋経済部長 ランニングコストの備考欄のことをおっしゃったという理解で

よろしいかと思いますが、これについては、この地域公共交通確保維持

改善事業が考えられるということです。参考までに言いますと、イニシ

ャルコストの欄にも同じように備考欄がありまして、国の制度について

は社会資本整備総合交付金を用いたとあります。ここについては、どう
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いう事業、どういう復旧方法によるかということによって国の様々な補

助事業がありますので、それについては全く未定ですが、一つの仮定と

して書いてあると捉えていただければと思います。 

 

宮本政志委員 この後、委員会の皆さんのそれぞれの方向性を聞いていくんで

しょうけど、公共交通維持のために、ＪＲ西日本は民間企業ですから全

てＪＲ西日本に任せておけばいいという方向性には、少し危険性を感じ

るし懸念も生じます。それから、長門市と美祢市と歩調を合わせていく

ことは重要でしょうけど、だからといって全て合わせていけばいいじゃ

ないか、妥協すればいいじゃないかということにも、危険性も懸念も感

じます。だから、本市は本市として、つまりＪＲはＪＲ、山口県は山口

県、長門市は長門市、美祢市は美祢市、本市としてはしっかりと意見、

あるいは検討結果を伝えていくという方向性があるべき姿かと思うんだ

けど、その辺り副市長にお聞きしたいです。本市としてしっかり伝えて

いかないといけないところは伝えていこうという姿勢は当然おありです

よね。 

 

古川副市長 この美祢線をいかに復旧するかは、県、沿線３市の重要な課題で

あり、同じ考え方を持っていると思います。しかしながら、やはり、市

の立場で少しずつ関わり方も変わってくるだろうと。それは行政だけで

はなく、議会、また経済団体、観光団体もおのおのの考えがあるだろう

ということです。やはり、この美祢線をどのようにするかということで、

本市は基本的には沿線３市、県と考え方の歩調を合わせながら進めてい

くようになろうとは思います。本市はまだ意見は出てないですけど、や

はり、起点となる厚狭駅を中心として、また厚狭駅には新幹線がござい

ますので、その辺も踏まえた中で、本市としての立ち位置はよく整理を

していかなくてはいけない。そのときにはまた議会の皆様方の意見も拝

聴することになろうかと思います。 

 

藤岡修美委員長 よろしいですか。ほかに質疑はないですか。（「なし」と呼



 24 

ぶ者あり）それでは、７月１６日の臨時総会に向けて、議長が発言機会

を求められると思うので、議会としての方向性、皆さんのほうに意見を

求めたいと思いますが。（発言する者あり）皆さん、ほかに質疑はあり

ませんか。 

 

矢田松夫委員 今、副市長が言ったように、結果、美祢線というのは、山陽小

野田市から長門市まで一本のレールで行っているわけよね。その途中の

沿線３市の足並みがそろわないと、レールが一つにつながらないわけで

すよね。ですから、私……（発言する者あり）何が訳分からんか。レー

ルが１本でつながっているじゃないか。 

 

藤岡修美委員長 ちょっと、不規則発言になるから。いいですか。それでは自

由討議に入りたいと思いますので、暫時休憩して、執行部は一応退席し

ていただくということで進めてまいりたいと思います。 

 

午前１０時２３分 休憩 

 

午前１０時３７分 再開 

 

藤岡修美委員長 それでは、委員会を再開いたします。執行部から復旧検討部

会の報告書の説明を受けまして、皆さんの質疑もありました。７月１６

日にＪＲ美祢線利用促進協議会の臨時総会で、議長がある程度、発言を

求められるということで、本市議会の美祢線復旧に対する意見の方向性

を出していきたいと思います。委員の皆さん、今までの質疑を踏まえて、

どのように美祢線を復旧していくか御意見を伺いたいと思います。 

 

宮本政志委員 まず、重要なところは費用の問題です。美祢線を復旧するに当

たっては、５０億円、６０億円っていう話が出ていますよね。これは今、

復旧するに当たる経費であって、また、災害がいつ、何度来るか分から

ないと。その都度、何十億円の費用をかけては、もう物理的に財政から
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見ても非常に難しいです。片やそういった費用の大半をＪＲ西日本とい

う民間企業に負わせていくという方向性も非常に危険な考え方と私は思

っていますので、ＪＲ美祢線の復旧は無理だな、するべきでないなと思

っております。今度は、ＢＲＴなのか、路線バスの活用かというところ

を踏まえた場合に、ＢＲＴでも先ほどの説明でもありましたように、専

用道路を仮に造ろうとした場合にまた数十億円という費用がかかると。

車の１日当たりの交通量や、利用者数、あるいは周辺人口や、商業圏、

いろいろな観点から見たときに、果たして専用道路を数十億円かけて造

ってＢＲＴを走らせるという方向性について、いかがなものかなと思っ

ております。しかし、専用道路がやはり一部の区間で必要であるという

見解が出るならば、そこは例えば専用道路を造るに当たる費用を、山口

県と山陽小野田市、長門市、美祢市が同じように負担するのではなくて、

どこの場所にその専用道路を造るかによっては、当然専用道路が造られ

る市が応分で負担していくと。専用道路に関する考え方は、今そう思っ

ています。路線バスについては、これはまた路線バスも民間業者であり、

ＪＲ西日本も民間業者であります。運賃の関係とか最近の利用者数、い

ろいろな物理的なものを考慮すると、路線バスというのも捨て切れない

ところはあるんです。だけど、やはり費用を抑えていって、その上でＢ

ＲＴという形でＪＲ西日本としっかり交渉していくという方向性。特に、

運用も先ほど恒松副委員長が非常に重要な質疑をしてくれて、ＢＲＴの

場合は運用などに関するランニングコストは、ＪＲ西日本が見てくれる

であろうという答弁もありましたので、そうすると、やはり最適な復旧

はＢＲＴであると思っております。 

 

中村博行委員 大半は、今、宮本委員がおっしゃったような考え方です。まず、

鉄道での復旧というのは、もうほぼほぼＪＲ西日本もその気がなさそう

であり、また、当然その理由としては５８億円で試算が出ています。今

後、数年かかっていけば資材費あるいは労務費が相当上がっていくと考

えられるし、年数もかかって、今の厚狭川河川の改修がないとＪＲ西日

本は動かないと思います。もろもろから、もう鉄道というのは資料では
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上がっていますけど、逆に言うと、この資料は、鉄道は駄目ですよとい

う資料にしか見受けられないんですよね。そうすると、もう２者選択と

いうことでＢＲＴと路線バスになるんですけども、試算の中で１か所だ

けで４５億円という試算が出ています。これは仮の試算であって、ＢＲ

Ｔは専用道路を付けなくてもいいというお答えでもあったので、そうす

ると４５億円を引けば路線バスとほぼ変わらないと。そして大きいのが

利用者です。いわゆるバス運賃とＪＲのＢＲＴになると、ＪＲ西日本が

おっしゃったように運営等に関わるということで、もう鉄道とほとんど

同じ料金ということであるので、利用者にとってすごくメリットがある

と思います。それを踏まえた中で、あと、ＢＲＴは大きな課題がまだま

だたくさん残っていると思うんですけども、先ほどの執行部の答弁では、

ほぼほぼまだ決まっていないということです。これからＢＲＴを詰めて

いく中で、宮本委員がおっしゃったように費用負担の問題ですよね。ど

こに専用道路を設けるかはこれから詰めていってもらえばいいと思うん

です。ただ、懸念しているのは、どこか１か所ぐらいはＢＲＴがないと、

多分国も県も、あるいはＪＲ、そういったところの理解ができないんで

はないかと思いますので、その辺の費用負担だけがちょっと気になると

ころではあるんですけど、基本的にはＢＲＴで詰めていっていただきた

いという考えに至っております。 

 

宮本政志委員 中村委員が今おっしゃったことと私はもう全部一緒なんですけ

ど、自由討議なので、ＢＲＴのために専用道路を造ろうとした場合に、

先ほど言いましたように、例えば、美祢市内に専用道路を造るという計

画があって、費用が例えば２０億円かかりますといった場合に、同じよ

うに、美祢市、長門市、山陽小野田市で割って負担するんじゃなくて、

私は応分、つまりそこに通るのであれば、専用道路が通る市が多く負担

するべきであるという考えを言ったんですけど、その辺り、中村委員は

どうお考えでしょうか。 

 

中村博行委員 当然そういう形になるべきだと思います。そこの配分について
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は、まだこれから議論がされると思うんですけど、私も基本的には山陽

小野田市として専用道路は全く要らない状況なので、そこで費用負担を

等分にというのは少し問題があるかなという気がしています。その辺は

まだこれから国、県、この３市で協議されることだと理解します。 

 

福田勝政委員 いろいろな質疑をずっとされました。考えてみましても、私は

素人ですけれど、いろいろな意見を通してやっぱりＪＲ西日本の意見を

尊重し、一つは線路、電車の道をバスが通るような形にするというのは

ちょっといかがなものかなと。ただ、長門から厚狭までの駅が、確かに

六つか七つですよね。そして、バスの場合はその倍ぐらいあるというの

を聞きました。ただ、バスの場合はある程度また便が取れるし、とにか

くバスを利用して密に走らせるというのが一番だと思っております。 

 

藤岡修美委員長 福田委員、それは路線バスとして……（発言する者あり） 

 

福田勝政委員 すみません。ＢＲＴ……（「ＢＲＴでのバス」）と呼ぶ者あり）

はい、そうです。 

 

中島好人委員 やはり美祢線を残していくと。美祢線の役割っていうか、お金

がかかりますし、その辺の分担割合はまだはっきりしていませんけども、

美祢線はやっぱり残していく方向でいきたいなと思っています。 

 

宮本政志委員 中島委員、美祢線を残していくということは、美祢線の復旧と

いう考え方も残しておくべきだっておっしゃったんですかね。ちょっと

確認したいです。 

 

中島好人委員 復旧をですね。 

 

宮本政志委員 中島委員、ちょっと教えていただきたいんですけど、まず美祢

線を復旧させるのに約６０億円かかりますよね。それから、仮に復旧を
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した。そして上下分離の考え方からいくと、恐らく数億円の赤字という

ものが毎年出てきます。それをどういうふうに県と３市が振り分けるか

は分かりませんが、つまり多額の財源がないと復旧は難しいんです。そ

の財源は本市の場合で構ないとして、どのように確保されるお考えがあ

りますか。美祢線の復旧の考えを残すということは、その辺りのお考え

があると思うので、教えていただけたらと思います。 

 

中島好人委員 私はやはりこれは国の、そこは来年でどうなるかは分かりませ

んけども、やはり国の負担というか補助というか、その辺の動きが非常

に大きいかなと思っていますけども。 

 

宮本政志委員 私たちは議員なので。中島委員、申し訳ないが、６０億円かか

りますと。仮に、山陽小野田市に１０億円の負担がありましたと。財源

を考えずにただ復旧する考えを残しておこうというのは、私は一種のポ

ピュリズム、大衆迎合的な考え方じゃないかなと思いますよ。財源の根

拠も持たずにそういうのは。だから、中島委員、例えば最初の復旧に６

０億円がかかる、山陽小野田市に負担が例えば数億、１０億円以上来た

場合は、財政調整基金が３０億円少しあるのであれば、将来考えずに財

調崩して充てればいいじゃないかという財源確保の考えがあるのか。だ

から、そういう財源をどういうふうにお考えになられているかをお聞き

したいんだから。その辺りはじゃあ全く考えてなかったけど、美祢線復

旧の考え方を残せということでいいんですね。 

 

中島好人委員 いずれにしても、ＢＲＴ自体も４５億円かかるっていうことも

あるわけですよね。ランニングコストを長期で分担していくっていうか、

もありますからね。そういう判断で残すべきじゃないかと思ったわけで

す。 

 

宮本政志委員 中村委員も私も先ほど同じ意見でしたけど、６０億円かけて復

旧させた。災害がまた来る可能性が非常に高い。来るたびにまた数十億
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かかる。それほど財源がたくさんあって余裕があるわけじゃないので、

物理的には難しいんだろうと。ただ、ＢＲＴは先ほど言いましたよね。

専用道に関してもまた多額な費用がかかるので、私は、専用道は設ける

必要はないとさっき言いましたよね。仮に設けるのであれば、そこを専

用道路が通った市が主に、県とＪＲ西日本と国と交渉して負担すればい

いじゃないかという意見も付け加えましたよね。そうしていくと、負担

というのがＪＲ西日本、それから仮に国の応援があったり、県の応援が

あったり、あるいは長門市、美祢市、山陽小野田市で話し合えば、当初

のイニシャルコストも今のうちの財源規模からいくと十分補塡は利きま

すから、先ほどそういった前提を私はお話しています。ということは、

復旧に関しては、財源は明確には今お答えはできないということでいい

んですね。 

 

中島好人委員 財源の問題はさっきからいろいろな問題でも調整中という形も

出ていて、それぞれの移動に関わる経費分担もまだ審議されてないとい

う内容も含めて、私の考えを述べました。 

 

宮本政志委員 方向性としては、中島委員はＢＲＴではなく、路線バスではな

く、美祢線復旧を重視したという方向性で受け止めていいんですか。 

 

中島好人委員 まだ考え中で、全体的にもいろいろな調整されている途中です

けども、一応美祢線を基本的に残しながら、あるいはベースにしながら、

あるいは状況によっては、この範囲はバス路線もあるかも分からない。

私はその辺詳しくないですけど、そこを残していくというベースの中で、

いろいろな施策があればそういうところも考えるべきだと思いますけど。

今はこのベースとして、私の意見を言いました。 

 

藤岡修美委員長 結局はＪＲを復旧すると。ところどころ、バス路線で代用も

構わないという御意見ですかね。 
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中島好人委員 そういうことです。 

 

宮本政志委員 そうすると、美祢線復旧はさっき答弁があったように１０年は

かかりますと。その１０年間というのは、もう美祢線はない状態が続き

ますよね。その間は、だから、今の路線バスを拡充していけばいいんじ

ゃないか。つまり、３１６号線は厚狭の松ヶ瀬の辺りまでしかバス停が

ないのでそれ以降はないんだけど、そこをまた延伸するなりも踏まえて、

１０年間は取りあえず復旧に向けて路線バスを拡充していけばいいって

いう。１０年間の担保はそういう考え方でいいんですかね。 

 

中島好人委員 アンケート等も見ますと利用者もちょっと増えているという方

向もありました。１０年間はちょっと辛抱しなきゃいけませんけど、そ

ういう私の考えです。 

 

宮本政志委員 そうすると、アンケートと逆行するんですよね。概要版じゃな

いほうの資料の５７ページ、自治体の費用負担は、アンケートを取って

いるんですよ。７３％の方々が、一定のサービスレベルを確保した上で

自治体の費用負担を抑制すべきが５１．１％。それから、自治体が費用

負担をしてまで維持すべきではないが２１．９％。これ７３％、約４人

のうち３人の方は、あまりその費用負担をすべきではないってお答えし

ています。それと逆行矛盾して、美祢線に６０億円かけても、負担を市

民にかけても、復旧させる前提だっておっしゃっているんですよね。そ

れから、これアンケートと今、中島委員は言われたけど、８１ページの

地域住民の方ももういろいろ書いていますよ。利便性、早くどうこうっ

ていうことをおっしゃっているんだけど、少し１０年の間は我慢しても

らおうと今おっしゃったので、地域住民とか市民の方々の大半の意見と

は逆行するけど、数十億円をかけて美祢線復旧、１０年間は不便だけど

待ってねという考え方なのかを再度確認したい。おっしゃっているのは

そういうことですよね。アンケートとは真逆だけどいいよってことです

よね。 
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中島好人委員 先ほどの報告では、バスがなくなったか増えたのかも分かりま

せんけど、利用者が増えたっていったとはあったので、辛抱してもらお

うかなっていう感じで言いました。 

 

髙松秀樹議長 今度、報告を私がするんですが、山陽小野田市議会の考え方を

言います。もう少し精度の高い自由討議をしてもらいたいんです。例え

ば鉄道も三つあるんですね。ＪＲ単独、上下分離、第三セクターと。そ

して鉄道以外はＢＲＴと路線バスと。これが例えば鉄道の中のどれでも

いいんですけど、ＪＲ単独がいいです。それはいいんですが、なぜなの

かっていうのをしっかり言ってもらわないと、私も今度発表するときに、

単純に鉄道がいいですじゃ困るんですね。その理由をしっかり、今、中

島委員が言われましたのはＪＲ単独の話だと思うんですが、なぜＪＲ単

独でいきたいのかをまず教えてもらいたいです。 

 

中島好人委員 この間の沿線の歴史、そういうＪＲ美祢線を残してほしいとい

う要望も強いと思っていたので、なぜと言えばそういう観点です。 

 

宮本政志委員 今、議長がおっしゃったことは非常に重要です。我々は議会で

議員ですよね。だから、先ほど中村委員にしても私にしても、根拠を示

してこうだということを結論づけたわけですよ。中島委員、歴史がある

とか、あるものがなくなったら寂しいとかいう感情論じゃなくて、我々

は議員なんですから、ＪＲ美祢線は残しておくべきだというしっかりと

した論拠を聞かせてくださいよ。私は、先ほど私自身の議員としての考

え方をＢＲＴのほう言いましたが、もし中島委員のＪＲ美祢線を残すべ

きだという論拠があまりにもすばらしくてこれは変えないといけないな

って思えば考えを変えますから。だからその歴史とか、なくなったら寂

しいとかっていうんじゃなくて、なぜＪＲ美祢線は、数十億円をかけて

も、災害が来るたびにまた数十億円をかけても、市民の皆さんにいっぱ

い税金を負担していただいてでも残すべきなんだっていうことを教えて
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いただきたいんですよね。今、議長が言われたことは非常に議会として

議員として重要なんですけどね。 

 

中島好人委員 感情になって申し訳ないんですけども、やはり美祢線の車窓か

ら見る風景とかから生まれる活用も出てくるのではないかという思いも

ありますけどもね。まだ今の時点でここがいいからっていうわけにはい

かないですけども、そういう可能性があるんじゃないかって思っていま

す。 

 

藤岡修美委員長 矢田委員、いかがですか。 

 

矢田松夫委員 基本的に３市の首長が言うように、やっぱり鉄路で残せという

のがまず基本です。この美祢線は持ち主が誰かというとＪＲです。ＪＲ

が自分で直せないから、今回皆さん方の知恵とお金を出せと。じゃあＪ

Ｒがどういう状況なのかといえば、鉄路で残すぐらいの財力―ＪＲ西

日本が赤字なのかというとそうじゃないんです。経常利益をちゃんと出

しているわけなんです。まず鉄路で残せという一つの理由です。二つ目

は、鉄路以外で残せない場合は、今、部会で検討している五つの法案の

中の一番の財政的に負担のないＢＲＴでというのが一つの選択肢です。

ただ、これにすると、さっき私が基本を言ったんですが、その負担割合

はまだ検討されてないのにここでその方向性は示されないんです。市町

村の沿線３市の負担割合がでないのにＢＲＴというのは時期尚早だろう

と。輸送手段の一つの方向性が決まった後に、今みたいな皆さん方の意

見をとるべきだと私は思っています。ただ、私から言えば、基本的には

鉄路で残すんですが、その代替措置とすれば、今のままのバス代行が停

留所を増やすだけですから、一番金がかからないんですよね。だけど、

アンケートで見られますように、現在のバス代行では非常に利便性が悪

いということになれば、今の一部の鉄道を使ってのＢＲＴしかないんじ

ゃないかと思います。ですから、最初に聞いた、基本的なことがまだ議

論されてないのにどういうふうに結論を出すのかというのは、私は時期
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尚早だと思います。 

 

宮本政志委員 矢田委員教えてください。今、矢田委員は、ＪＲ西日本は赤字

ではなく黒字なんだから、美祢線復旧の費用はＪＲ西日本が出して復旧

すればいいんじゃないかとおっしゃったと僕は今受け止めたんだけど、

まずそこは間違いないですか。 

 

矢田松夫委員 そういうことです。 

 

宮本政志委員 民間の１企業に対して、黒字でこうだから、おたくが出せばい

いんじゃないかっていうのは、議員としては乱暴な議論かなと思うんだ

けど、まあそれはいいです。ただ、矢田委員、そうしたら、もうＪＲ西

日本はいろいろ検討をして、いろいろ調査研究もされたでしょう。その

結果、ＪＲ単独で多額の費用を費やして復興が難しいというお考えをお

持ちだと思うんだけど、仮にＪＲ西日本がやはり復旧費は出せませんと

なった場合はどうするんですか。それなら、今度は県や本市の負担が物

すごく大きくなるから、もう少しＢＲＴの負担割合とか詳細とかが分か

ってくれば、ＢＲＴの方向性でいいよってことですか。 

 

矢田松夫委員 だから最初に私が基本的なことを聞くと、そういう議論をする

なと。その基本が分からないのに次のステップに行かれませんよという

ことでありますが、最低限でも本市でいうならば、費用削減を求めるべ

きだと。これしかないんですよね。結論は負担割合を低くしろと、それ

しかないんです。それ以外に何があるかと。ものが分からんのに結論を

出すわけにはいかないと。美祢線は美祢市議会が前任の平岡支社長に要

望したでしょう。ＪＲ西日本まで行って要望書を出したでしょう。現状

はもうその程度しかないんじゃないですかね。 

 

宮本政志委員 他市の市議会のことは関係ないんですけど、そうすると、ＢＲ

Ｔが先ほど全て専用道路を当初予定の４．２キロメートル造って云々の
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場合は５５億円って言うけど、その辺りを矢田委員がおっしゃるのは僕

も一緒で、ＢＲＴでも極力抑えていこうと。抑えていくに当たってはど

のようなお考えをお持ちですか。先ほど中村委員と私は、専用道路も含

めて意見を言ったんですけどね。 

 

矢田松夫委員 ですから、ＢＲＴにしたって、バス賃がどういうふうになるの

かまだ全く分からない。現状の美祢線、厚狭駅から長門市の現在のＪＲ

の美祢線の汽車賃と、ＢＲＴで行く場合のバス賃は全く出てないんです

よ。出てないのにどうするかということは私のほうから言えないです。

それをいつどこでどのようにするのかと。ですから最初に、７月１６日

はどういうことを決めるのかと。それが全く分からないのに次のステッ

プは行かれませんよということです。 

 

宮本政志委員 なかなかこれも難しい話です。でも、我々議員は、全て結果が

出た資料を見てじゃないと判断ができないというのは少し違って、いろ

いろな結果を想定して調査研究して、どういう方向性かというのも事前

に考えておくべきところは議員にあると思う。やっぱりそうすると、仮

にＢＲＴのバス運賃が、旧来のＪＲ美祢線の鉄道料金とほぼ同じような

安さだったら、それはもう料金面の問題はクリア、ＢＲＴでいいという

お考えなのかな。 

 

矢田松夫委員 ＢＲＴのバス賃は日田彦山線でも分かりますように、例えば当

初は安かったんですよ。現在見たらどうなのかと。膨れ上がっているじ

ゃないかと。その負担割合を行政側に求めるのか求めないのか。そんな

ことはまだ決まってないんですよね。ですから、私はまだそこまでは考

えを持ってないということです。だから、何もお金を使わないのは、厚

狭駅から長門まで走っている今のバス代行が一番いいんですよね。本当

のことを言ったら、それが一番金を使わない方法なんですよ。ただし、

今、物すごくバス代行を改善していますよね。特急便を走らせたり、高

等学校の校門まで行ったりとかね。最速で言えば、本当に早く長門市ま



 35 

で行こうと思ったら、今、３１６号の国道線のことだけを考えるとこれ

が一番早いんですよね。そういう案はないんですよ。なぜかっていった

ら、やっぱり鉄路で残せという沿線３市の意見がそこにあるんですよ。

だから鉄路で残すためにはどうすればいいのか。その結論をどういうふ

うにいつ出すのか。その結論の内容はどうなのか。それがでないうちに

結論はここでまとめられないということです。議長には大変申し訳ない

けど、まずそこを出さないといけないのであれば、私はもうＢＲＴしか

ないなと。ＢＲＴの出す方法は、これが沿線３市の一番最小限の費用負

担であると。最初も言いましたように、沿線さえ残っていれば、私は距

離じゃなくて均等割でいくということですね。その財源をどこから出す

のかといえば、それはその次の問題ですね。 

 

宮本政志委員 この４ページの資料の左上、美祢線代行バスを増便した実証実

験を先ほど委員会でちょっと触れました。矢田委員、なるほどですよ。

つまり矢田委員は、もう少しＢＲＴの詳細が出てきて、ある程度納得い

く条件であれば、ＢＲＴいいねって多分今おっしゃったのかな。ＪＲ復

旧に関しての１０年間の間じゃなくて、原則はもう現状で、美祢線の復

旧なし、ＢＲＴもする必要ない、路線バスの拡充もせず、今の美祢線代

行バスの状況の維持でいいんじゃないかって受け止めたんだけど、そう

いうことですよね。 

 

矢田松夫委員 私は金が一番かからない方法はそれがあるよということだけで

す。基本は鉄路を残せということですね。ですから、さっき古川副市長

に言おうと思ったけど、よく分からないという、やじも飛んだ。やっぱ

り鉄路というのは厚狭から長門まで一本でつながっているわけです。そ

の途中の鉄路が、いや私は３億円出す、私は１億円しか出せないとかい

うことじゃいけませんよと。一本で結んでいるなら最後まで一本で行け

と。３市が共同歩調をとれというのが私のスタンスです。 

 

宮本政志委員 なるほど。では中島委員と同じですね。美祢線を復旧すべきだ
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と。中島委員はよう答えちゃなかったけど。矢田委員は先ほど私が中島

委員に聞いた財源、取りあえず６０億円、幾らになるか分からないけど

も山陽小野田市にかなりの金額の負担が来ます。それから上下分離で、

維持管理は今の予定でいきますと、３市、もしくは山口県も踏まえてや

ると。運営に関しての上のほうはＪＲがやっていきましょうというのが、

美祢線復旧の場合の上下分離の案として出ていましたけど、そういう毎

年の数億円の本市の負担、当初の１０億円か２０億円か分かりませんが、

当初の本市の負担の財源はどういうふうにお考えですか。 

 

矢田松夫委員 だからそういった持続可能というのか、未来永劫にわたる財源

の算出は私も分からないし、まだ向こうの回答も出てないんですよ。で

すから、そういうことが出てからどうするかっていうのはしないと。私

たちは金が生まれるような木を持ってないから、その辺を私に聞かれて

も分からないですよ。 

 

宮本政志委員 はい、よく分かりました。中島委員も矢田委員も、我々議員だ

けど、これは必要だ、これをするべきだ、数十億円かかる。でも、我々

予算決算の議案審査のときには、担当課に聞きますよね。予算が出てき

たら、この財源はどうするんだと。有利な起債か。国の交付金がどうな

んだとかということを我々が議案審査で聞くんだけど、中島委員と矢田

委員は、美祢線の復旧に関して数十億円の負担が本市に来ると。で、財

源どうするんですかって、そんなもん財源は分からないということ前提

で美祢線復旧という意見だということはよく分かりました。 

 

髙松秀樹議長 矢田委員のＪＲ復旧は、ＪＲ単独で復旧すべきだっていう話を

しているんですか。いや、ＪＲ単独だったら、表に１６ページあるとお

りですよね。ＪＲが全て見るという話なんですよ。ちょっとその辺をは

っきりしてほしいなと思います。 

 

矢田松夫委員 ですから、やっぱりこのＪＲ西日本の運送手段の一つがここの
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美祢線にあって、持ち主はＪＲ西日本だから、ＪＲ西日本が復旧するの

は原則だと。それだけの財源もあるんじゃないかと、もうけているんじ

ゃないかということですよね。こういうことです。ですから、議長の今

の質問ですけれど、私の基本はそこですね。鉄路はＪＲ西日本の負担で

残せとＪＲ西日本の責任で残せと。それともう一つは、こういう言葉は

出したくないんですが、最初の被災を受けたときは、ＪＲ西日本はこう

言ったんですよ。何回改修しても厚狭川っていうのがあるじゃないかと。

厚狭川のほうを先にすれば、ＪＲ西日本も考えるよと。今度は村岡県知

事が１０年かけて厚狭川を全部改修しましょうと言ったんです。そうし

たらＪＲ西日本はそのときには何て言ったんですかね。本当言ったら、

自分の売り言葉に買い言葉なら、県は出します。じゃあ私もやりましょ

うといまだに言ってないんです。ＪＲ西日本が直すと言ってないんでし

ょう。だからその辺のやり方が、卑怯なという言い方は使いたくないん

ですけどね。県は厚狭川の改修をやると言ったんですよ。ＪＲにしても

それだけの応分の負担をしましょうと言ってないんですよ。それがちょ

っと何かやり方が汚いなというのか、言い方がね。スタートの段階、僕

はそう思うんですよね、議長。（「ＪＲ単独ね」と呼ぶ者あり）基本は

そうですね。 

 

恒松恵子副委員長 私は、高額な費用負担と復旧までの年数を考えて、ＢＲＴ

が今のところ最適であると考えております。特にアンケートの結果によ

ると、今、バス代行で遅延もなくて乗降客がそう多くないということが

示されております。また、資料について様々な手法を示していただきま

した。他の例として日田英彦山線ではＢＲＴの導入でバリアフリー化に

優れたバスを導入されたり、ニーズに応じたバス停を柔軟に設置された

りして、地域住民の利便性が高まったと聞いております。ＢＲＴの場合、

バス停の設置は考えられると執行部の答弁もございました。新たなバス

停が設置されれば移動に困難な国道３１６号線沿いに住まれる地域住民

の要望にも応えられると考えております。現状では、専用道を設けない

ＢＲＴが望ましいと考えております。 
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宮本政志委員 恒松副委員長にお聞きしたいんだけど、冒頭に、費用面から考

えるとっておっしゃった。鉄道の場合とＢＲＴでいくと、インシャルコ

ストは５８億円以上だけどね。５８億円と５５億円。確かにランニング

コストは５．５億円と２．５億円で、ＢＲＴの路線バスのほうが２分の

１よね。でも、最初のイニシャルはそんなにさほど変わらないですよね。

そこで最後にすっと専用道のことが言葉に出たんだけど、費用面で考え

たらＢＲＴとおっしゃったその費用面っていうのを具体的にもう少しお

聞きしていいですか。 

 

恒松恵子副委員長 専用道を設けると費用面が多額にかかってしまうので、現

状では専用道を設けない。特に本市の路線においては、美祢線のかかる

路線において専用道を設けない。またランニングコストについても、た

とえ赤字になった場合も本市の負担がないと確認できましたので、専用

道をもうけないＢＲＴ、環境に優れたバスであるという形が最適である

と思っております。 

 

宮本政志委員 一緒に答えてほしかったんだけど、専用道の負担ですよね。例

えばで言ったら、長門市や美祢市に専用道路を造るのであれば、本市も

同じような負担をするんじゃなくて、そこを通る市が主に負担すべきで

あるというふうに中村委員と私は同じだったんだけど、専用道を仮に造

る前提としたときの費用負担の割合はどのようにお考えですか。 

 

恒松恵子副委員長 費用負担につきましても、専用道を設けた市が負担すべき

だと思っております。本市について専用道をもし設ける場合は、またそ

の都度、議会でも協議して進める必要があると思います。ただ、今のと

ころ、私は本市には専用道は必要でないと思っております。 

 

宮本政志委員 それと、今日私がずっと発言しているのは産業建設常任委員会

の一委員として発言していますけど、実は、私どもの創政会会派のほう
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で当然いろいろ議論をして、今日この場に私と福田委員が出ています。

藤岡委員長もそうですが、会派としては、先ほど私が言ったＢＲＴが会

派の総意であり、委員としての私の意見であります。ただもう一つ、会

派で出てきたのは、なかなかうちの会派の人間もよくアンケートを見て

いるんですが、８１ページの一番下に厚狭駅に速達タイプ、つまりのぞ

みやさくらの停車という意見が市民の中からも非常に多いので、私はＢ

ＲＴを進めていってほしいという意見に当然、先ほど副市長もちょっと

言われましたけど、新幹線厚狭駅の活用を前提とした、特にさくらやひ

かりの停車もやっぱり視野に入れて重きを置いて考えていくべきだとい

う意見もうちの会派は出ております。 

 

矢田松夫委員 議長もこの１６日に出て、結論を出すのは難しいと思いますが、

私が全体的に考えるのは、最初に基本的なことを聞いたんですが、結論

的に言うと、この１６日に臨時で開かれる総会で意見集約すると。結論

を出す場ではないと。結論を出す場はいつなのかと。何のために被災し

て２年かかって、まだ、いまだに結論を出さないのかと。この場で結論

を出すべきじゃないかと私は言いたい。出せなければ、なんで協議会を

つくったのかと。もう最初から芸備線のように法定協議会を設置するべ

きじゃなかったかと。あれはもう国が最初言いましたようにレフリーで

いるんだから、結論を出しやすいんですよね。協議会が出せないという

理由が全く分からない。時間の無駄であると私はそう思います。議長が

困るんだから。 

 

宮本政志委員 まず、少し間違ったらいけないなと思うので、議長は結論を出

せ、つまり、議会の方向性を一つにまとめて結論を出せっていうことは

おっしゃっておられません。議会の方向性を示してくださいということ

ですから、幾つかの方向性が出ても別段これは仕方ないですよね。その

ための議論を深めていくと。それと、協議会って先ほどから矢田委員が

おっしゃっていて、美祢線協議会のことをおっしゃっていると思うんだ

けど、私は今までその協議会の関係資料に目を通すたびに、その協議会
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が、このたびのこのＪＲ美祢線の復旧に関して権限があって最終的に決

める協議会組織だとは思っていません。今の矢田委員の発言はその協議

会に時間をかけて何をしているか、みたいな、かなり批判のようなこと

をおっしゃったけど、そこは少し失礼で、新しい方向に訂正しないとい

けないと思うんですが、委員長どうですか。 

 

藤岡修美委員長 その件については、先ほど副市長が流れを踏まえて、ＪＲ美

祢線利用促進協議会の位置づけを説明されたと思うので、そこは理解の

上での質疑をお願いしたいと思います。（「質疑じゃない」と呼ぶ者あ

り）意見をお願いしたいと思います。 

 

矢田松夫委員 もう全然僕と考えが違う。議長はこの場でみんなの意見をまと

めて報告しないといけない。しかし、それと同時に、この協議会の一員

であるから、協議会とは何たるものかというのも僕は発言してほしいん

です。発言してほしい。議長はこの山陽小野田市議会のまとめを報告す

るだろうと思う。しかし同時に協議会の中のメンバーであるから、この

協議会そのものの方向性についてもきちっと方向性を示すべきだ。その

方向性を示すべきだというのは、やっぱりこの場で結論を出すべきじゃ

ないけど、一定程度の方向性を示すべきだと言ってほしいということで

す。 

 

宮本政志委員 矢田委員。ごめんね、もう少し詳しく言ってください。方向性

とまとめ、集約という三つの言葉を混合させて矢田委員はおっしゃって

いるんだけど、矢田委員の言うそのまとめは、一本化しろというまとめ

ですか。議長はそんなことをおっしゃってないですよ。まとめっていう

のは一本化してって議長がおっしゃっているって言われているんですか。 

 

矢田松夫委員 だから、一番の基本は、今回示されたのは五つの運送手段があ

るわけですよね。その五つの運送手段の意見をまとめるだけであると。

この１６日は結論を出す場ではないという。そうでしょう。もう何回も
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言うように。だったら何のための協議会なのかと。三々五々に意見を出

し合うって終わるのかと。次のステップをどうするのか全く方向性がな

いんですよと。これでいいんでしょうかって言いたいんです。そうした

ら議長もこれは困るんじゃないですかと。 

 

宮本政志委員 委員長、少し自由討議の修正に入っていってください。今、Ｊ

Ｒ美祢線の利用促進協議会のことを言っているけど、それと議長の１６

日に出られるときの議会のことも絡んで、一緒にして言っている。ちょ

っと協議会は外しましょうよ。僕が間違っているのかな。議長がおっし

ゃっていることっていうのは、一旦議会に持ち帰ったから、このＪＲ美

祢線についての議会の方向性を示していただきたい。別にその方向性と

いうのは、一つの意見にまとめて一本化しなさいということはおっしゃ

ってない。幾つかの方向性が出るかもしれないよねっていうことじゃな

いのかな。でも、その方向性を示すに当たっては、しっかり深い議論を

して、そしてその最終的な方向性をその場で発表させてほしいと、僕は

そういうふうに受け止めているんだけど。まずそこはそれで正しいです

よね。 

 

藤岡修美委員長 宮本委員の方向で大丈夫だと思います。先ほど副市長はそう

いうことで述べられて、ちゃんと本市議会としての意見をと。 

 

宮本政志委員 そうすると、もうだんだん結論のほう結論というか、もう終わ

りのほうにいっていると思うんだけど、今のこの委員会の流れでいうと、

矢田委員と中島委員は美祢線の復旧をしろでした。多分、僕が間違って

なければ。中村委員、恒松副委員長と福田委員と私はＢＲＴの方向性で

いいんじゃないかと。おまけに、私は会派創政会の意見も同じで、しか

も新幹線さくら、ひかりの停車も踏まえた上でということを言いました

よね。そうすると、中村委員と恒松副委員長にぜひお聞きしたいんです

けど、仮にみらい２１の会派と至誠一心会の会派で、今回このもし御意

見を集約してらっしゃるんならそれをお聞きしたいです。いかがでしょ
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うか。 

 

中村博行委員 私ども会派は、委員会に出席している委員にもう全責任を持た

せてもらっていますので、私の意見がそのまま会派の意見です。 

 

恒松恵子副委員長 私たち会派もこの件について資料を頂きまして、いろいろ

協議いたしました。やはり高額な費用負担、また乗降客数がとにかくあ

まり多くないことから、ＪＲの復旧はもう望まないということで一致し

て、今、ＢＲＴのほうで私の申し上げたことが会派の集約になります。 

 

宮本政志委員 そうすると、先ほど言いました委員会の方向性は今二つでした

ね。４人はＢＲＴの方向性で、中島委員と矢田委員の２人はＪＲ美祢線

復旧。議会でいくと、みらい２１の３人とそれから恒松副委員長、至誠

一心会の４人、それからうちの会派創政会は、議長は結論を私どもにお

伝えしておられるように８人ですから、議会として、一応１５人はＢＲ

Ｔでという方向性で行っていると思います。 

 

髙松秀樹議長 鉄道の復旧とかＢＲＴとか路線バスとかいろいろ出たんですが、

その中でも例えばＢＲＴも専用道路を造るとか造らないとか、いろいろ

な意見が出ていますけど、例えば、ＢＲＴに関してＢＲＴを推奨される

方は、こういう条件があればＢＲＴがいいんだっていう話になっている

と思うんですよ。それをしっかり分かりやすいように、条件をもう一度

発言してもらえますか。 

 

宮本政志委員 ＢＲＴの条件としては、まず一つは、多額の費用を要すること

は前提としないということです。必要でないものをわざわざ造る必要は

ない。費用負担に関してはしっかり応分にやっていこうと。それからバ

ス停を増やしたり、できれば便を増やしたりして利便性を高めていく。

あと運賃ですね。運賃も高いと意味がないので、できる限り運賃も下げ

ていって、ＪＲ美祢線の鉄道の運賃と同じが一番望ましいと。その辺り



 43 

が、やはりＢＲＴの推進していく条件なんじゃないかなと私は思います。 

 

中村博行委員 ほぼ同じ意見にはなると思うんですけども、やはり専用道路は

基本的に造らない。造るにしても最小限にしていただきたいということ

です。先ほどの意見の中で、運賃にしても分からないというようなこと

があったんですけども、以前、私の記憶では鉄道運賃でという答弁があ

ったと記憶をしております。それはそれで利用者の利便性から考えれば

そういうことも含めて、ＢＲＴで決まったわけではないですけども、で

きるだけ費用負担のないような方向で進めていただければと思います。

ただ、ほかのもろもろ条件がありますので、一概に本市の考え方では進

まないと思うんですけども、本市としてはそのぐらいのことはしっかり

と述べていただきたいという意見を持っております。 

 

恒松恵子副委員長 私も専用道を設けない、いわゆる費用負担のないＢＲＴの

推進、また新たに要望があれば柔軟にバス停を設置していただくこと。

また費用も中村委員のお話のとおり、ＪＲに準ずるということでしたの

で、料金についてはＪＲ体系をぜひ維持していただきたい。この３点を

要望して、ＢＲＴを具体的な理由として指示したいと思います。 

 

藤岡修美委員長 ＢＲＴがいいという委員の皆さんの意見は、ほぼ出尽くした

と思いますが、ＪＲでの鉄道の復旧を望まれている２人、もし何かあり

ましたらよろしいですか。今までの皆様の御意見を私なりに集約すると、

ＢＲＴあるいは鉄道での復旧の御意見だったと思います。ＢＲＴにつき

ましては、まずはなるべく本市の費用負担をなくすという考えの中で、

専用道は要らないのではないかというのと、あとは利用者のことを考え

ますと、料金ですね。今までの鉄道の料金と同水準の運賃を打ち出して

いくと。鉄道とは違って、停留所が増やせる等々ＢＲＴのメリットを生

かすような活用をしてでのＢＲＴの賛同っていう御意見だったと思いま

す。鉄道での復旧については、もともとＪＲのものなのでＪＲによる復

旧という御意見だったと思います。大体そういうところでいいですかね。
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（発言する者あり）訂正します。鉄道での復旧は、もともとＪＲによる

復旧を求めるという御意見と、なるべく本市での負担が少なくなるよう

な費用負担での復旧、ＪＲでの復旧を望むという御意見だったと思いま

す。総括すると、皆さん会派の御意見等々を踏まえると、条件付ですけ

どもＢＲＴの復旧を望むと。それについては、ＪＲ厚狭駅での新幹線さ

くら、あるいは新幹線ひかり等の停車をＪＲのほうについては求めてい

く。そういったところでよろしいですかね。 

 

宮本政志委員 委員長、気をつけないといけないところがあります。気になっ

たのは総括という言葉をお使いになられました。総括っていうと、今の

流れでいくとこの委員会は、ＢＲＴでという総括でしたって聞こえるん

だけど、そうじゃないでしょう。正確に、６人の委員から２人がＪＲ美

祢線の復旧で、４人はＢＲＴということよね。そのＢＲＴに関しては専

用道路を設けない。負担が仮にあったとしても応分ですよ、云々で、バ

ス停を増やす、バス便を増やす、利便性を向上する、特に運賃はＪＲ美

祢線の運賃に近づけていくようにしましょう。それから、新幹線さくら、

ひかりの停車も踏まえて利便性の向上も一緒に図っていくべきだという

ことで、４人はＢＲＴで意見が統一しましたということをはっきり言っ

てあげないと、総括という今の言い方をすると、２人の意見はもうなく

なって、委員会の方向性、議会の方向性はＢＲＴですというふうにも受

け止められる。そこを少し訂正しないと危ないと思います。 

 

藤岡修美委員長 宮本委員のおっしゃるとおりで、私の総括の表現がまずかっ

たかと思います。今、御指摘があったように４人の委員は、条件付です

けどもＢＲＴに賛同するという意見でした。２人の委員については費用

負担の面はあるんですけれども、あくまでも鉄道での復旧を望むという

意見であったように思います。ということで、担当課を呼んでの質疑は、

ほかにいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、以上で質疑を

終わります。以上をもちまして、産業建設常任委員会を終わります。 
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午前１１時３８分 散会 

 

令和７年（2025 年）７月９日 

              

  産業建設常任委員長 藤 岡 修 美   

 


